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姫カツクラブで中学校体育施設の利用を希望するみなさまへ 

姫路市では、これまでにもスポーツ推進の一環として市立小中学校の体育館やグランド

などの体育施設を市民の皆様に開放してきました。これに加え今年度（令和８年度９月）

より一部ではありますが中学校部活動の地域展開（姫カツクラブ）が始まります。休日（８：

００～１８：００）の学校体育施設の利用については、姫カツクラブ登録団体の活動に優

先開放いただいております。各施設で定められたルールを遵守しご利用ください。 

 

学校閉庁期間ならびに各校行事に伴う利用不可日について 

市立学校においては、教職員の働き方改革の観点から長期休業中の一定期間において

「学校閉庁日」を設定しており、この期間は学校体育施設の利用はできません。また、各

校の学校行事や施設改修工事等により施設利用ができないことがあります。ご理解くださ

い。 

 

利用いただくみなさまへ（お願い） 

学校施設は、「子どもたちの学びの場、生活の場」であることをご理解いただいた上での

マナーを守ってご利用いただき、利用者や利用団体が互いに気持ちよく活動できる場とな

りますようご協力をお願いします。 

 

 

 

 

１．利用条件 

（１） 姫カツクラブ登録団体であること。 

（２） 利用の際には、少なくとも１名は登録認定指導者が参加していること。指導者不在で

『姫カツクラブ』について 

スポーツ庁・文化庁が、令和４年１２月に「学校部活動及び地域クラブ活動の在り

方に関する総合的なガイドライン」において、少子化が進む中、将来にわたり子ども

たちがスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保するため、

部活動を学校から学校以外の地域活動へ転換する方針を示しています。 

姫路市では令和８年９月～令和１０年９月を部活動地域展開の改革実行期として、

休日においては、学校部活動ではなく地域展開されたクラブ『姫カツクラブ』の活動

場所として学校体育施設の有効活用を進めていきます。 

姫カツクラブでの中学校体育施設 利用のきまり 
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中学生のみでの利用は認めない。 

 

２．利用申し込み 

（１） 姫カツクラブで学校体育施設を利用する場合は、健康教育課を通じて目的外使用の許

可を受けておくこと。 

（２）利用時間に変更がある場合には、利用団体から学校へ変更連絡を行うこと。 

 

３．姫カツクラブへの学校体育施設優先開放時間 

（１） 原則として以下の時間帯を開放時間とする。 

土曜日・日曜日・祝日       ８：００～１８：００ 

    利用団体は定期的（１～3か月ごと）に中学校へ活動予定表を提出すること。 

（２）学校教育活動等の都合により、施設開放時間を変更する場合がある。 

（３）利用団体の１回の利用時間は３時間を目途とする。 

（４）利用団体間の調整により利用時間の変更は可能とする。 

 

４．校地への出入りと鍵の管理 

（１）校地への出入りならびに利用施設の鍵の貸出・返却方法は中学校の指示どおりに行うこ

と。 

（２）利用団体代表者は、責任を持って鍵の管理を行い、学校や他の利用団体に迷惑をかけな

いようにすること。合鍵の複製や他者への貸出は禁止する。 

（３）施設の開錠・施錠については、代表者または指導者が行うこと。 

 

６．禁止行為 

施設利用者は、次に掲げる行為を禁止する。 

（１） 施設設備を汚したり破損したりすること。または亡失すること。 

（２） 活動が認められた場所以外へ立ち入ること。 

（３） 指定した設備・備品以外のものを使用すること。 

（４） 所定の場所以外に車を乗り入れたり駐車したりすること。 

（５） 校地内での喫煙や火気（暖房器具等）を使用すること。 

（６） 飲酒すること。 

（７） 騒音や大声を発したり、暴力行為を行うなど他の利用者や周辺住民に迷惑を及ぼすこ

と。 

 

７．施設等の利用の仕方 

（１）利用前には、施設の点検を行い、利用後には清掃・点検を行い、施設環境の維持を図る

こと。 

（２）利用施設を汚したり破損したりした場合には、適切な処置を施すとともに、速やかに中
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学校）に連絡すること。休日利用の場合は、翌日午前中には必ず連絡すること。 

（３）利用施設の破損や汚損などが利用者の過失による場合は、利用者が責任を持って修理修

復すること。 

 

８．利用の停止 

（１）姫路市ならびに施設開放校（学校）は、利用者が禁止行為等を行った場合や開放施設校

からの指示に従わない場合は開放施設からの退去を命じることができる。 

（２）姫路市ならびに施設開放校（学校）は、開放施設の保全や使用に支障が生じた場合、そ

の他公益上やむを得ない必要が生じた場合には開放施設の使用を停止することができる。 

 

 

 

〇利用団体代表者は、この冊子を熟読し、「市立小中学校体育施設利用のきまり」等を団体所属

のみなさまへ周知をお願いします。 

〇利用者はけがや賠償責任を負う恐れのある事故に対応できるよう保険（傷害保険、賠償責任

保険）加入をお願いします。 

〇団体代表者や連絡担当者に変更があった場合には必ず変更手続きをお願いします。 

〇「学校体育施設利用規則」等が守られない場合や開放施設校の指示に従わない場合は学校側

の判断で施設の利用を停止する場合があります。 

〇利用施設の鍵を紛失した場合には、鍵の交換費用等を請求させていただく場合があります。 

 

 

 

 

学校体育施設を利用するみなさまへ 

             学校    連絡先(079)    －        
 

姫路市教育委員会  

健康教育課 姫カツ担当   連絡先(079)221－2798        


